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【参考資料】 

朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

改正後 改正前 

（建築物の敷地面積の最低限度） （建築物の敷地面積の最低限度） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されて

いる土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合し

ないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する土地については、この限りでない。 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されて

いる土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合し

ないこととなる土地について、その全部を１の敷地として使用する場合

においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する土地については、この限りでない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

３ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面

積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用さ

れている土地で第１項の規定に適合しなくなるもの及び現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規

定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使

用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

３ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面

積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用さ

れている土地で第１項の規定に適合しなくなるもの及び現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規

定に適合しないこととなる土地について、その全部を１の敷地として使

用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

４ この条例の施行又は適用の後、前２項の規定の適用を受ける土地に新

たに一の敷地として使用する目的で土地を追加しても、なお面積が別表

第２ウ欄に掲げる数値に満たない場合には、第１項の規定は適用しな

い。 

 

４ この条例の施行又は適用の後、前２項の規定の適用を受ける土地に新

たに１の敷地として使用する目的で土地を追加しても、なお面積が別表

第２ウ欄に掲げる数値に満たない場合には、第１項の規定は適用しな

い。 

 

（壁面の位置の制限） （壁面の位置の制限） 
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第８条 建築物の部分から道路境界線（隅切部分を含む。）又は隣地境界

線までの距離は、別表第２に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同

表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。 

 

第８条 建築物の部分から道路境界線（隅切部分を含む。）＿＿＿＿＿＿

＿までの距離は、別表第２に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同

表エ欄に掲げる制限に反してはならない＿＿。 

 

（建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合等の措置） （建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合等の措置） 

第１１条 建築物の敷地が第３条＿に規定する区域の内外にわたる場合に

おいては、その敷地の過半が当該区域に属するときに限り、その建築物

又はその敷地の全部について当該計画地区に係る第５条及び第７条の規

定を適用する。 

第１１条 建築物の敷地が、第３条に規定する区域の内外にわたる場合に

おいては、その敷地の過半が当該区域に属するときに限り、その建築物

又はその敷地の全部について当該計画地区に係る第５条及び第７条の規

定を適用する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 建築物の敷地が第３条に規定する区域の内外にわたる場合又は２以上

の計画地区にわたる場合における第８条又は第９条の規定の適用につい

ては、これらの規定における制限を受ける計画地区に存するその建築物

の部分について当該規定を適用する。 

 

（新設） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 区域 

（略） 

根岸台七丁目西地

区地区整備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

朝霞市根岸台七丁目西地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域 

あずま南地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

朝霞市あずま南地区地区計画の区域のうち、地区整

備計画が定められた区域 

名称 区域 

（略） 

根岸台七丁目西地

区地区整備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

朝霞市根岸台七丁目西地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域 

(新設) (新設) 
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別表第２（第５条―第９条関係） 別表第２（第５条―第９条関係） 

地区整

備計画

の区域

の名称 

計 画

地 区

の 名

称 

ア イ ウ エ オ 

建築してはならない建築物 建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

壁面の位置

の制限 

建築

物の

高さ

の最

高限

度 

（略） 

       
根岸台

七丁目

西地区

地区整

備計画

区域 

根 岸

台 七

丁 目

西 地

区 

  １００平方

メートル。

ただし、路

地 状 部 分

（幅員４メ

ー ト ル 未

満）によっ

て道路に接

する敷地の

場合につい

ては、当該

路地状部分

を除いた敷

  

地区整

備計画

の区域

の名称 

計 画

地 区

の 名

称 

ア イ ウ エ オ 

建築してはならない建築物 建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

壁面の位置

の制限 

建築

物の

高さ

の最

高限

度 

（略） 

       
根岸台

七丁目

西地区

地区整

備計画

区域 

根 岸

台 七

丁 目

西 地

区 

  １００平方

メートル。

ただし、路

地 状 部 分

（幅員４メ

ー ト ル 未

満）によっ

て道路に接

する敷地の

場合につい

ては、当該

路地状部分

を除いた敷
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地面積をい

う。 

       
あずま

南地区

地区整

備計画

区域 

 

あ ず

ま 南

地 区

Ａ 地

区 

１ 住宅、共同住宅、寄

宿舎又は下宿 

２ 保育所その他これに

類するもの（１及び３

から１７までの建築物

以外の建築物内に設け

るもので、同一の敷地

内において事業を営む

地区内事業所の従事者

のみが利用するものの

うち、延べ面積が２０

０平方メートル以下の

ものを除く。） 

３ 幼保連携型認定こど

も園（１、２及び４か

ら１７までの建築物以

外の建築物内に設ける

もので、同一の敷地内

において事業を営む地

区内事業所の従事者の

みが利用するもののう

ち、延べ面積が２００

平方メートル以下のも

 １０，００

０平方メー

トル。ただ

し、土地区

画 整 理 法

（昭和２９

年法律第１

１９号）の

規定による

仮換地の指

定又は換地

処分を受け

た土地で、

所有権その

他の権利に

基づいてそ

の全部を一

の敷地とし

て使用する

場合は、こ

の限りでな

い。 

１ 建築物

の 部 分

（ 建 築

物 の 外

壁 又 は

こ れ に

代 わ る

柱 の面 

に限る。） 

の 位 置

は 、 次

に 掲 げ

る と お

り と す

る。 

（１） 地

区 計 画

図 に 示

す 壁 面

線 １ 号

の 道 路

境 界 線

ま で の

３１

メー

トル 

地面積をい

う。 

       
(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 

 

(新設) 

 

 (新設) 

 

(新設) 

 

(新設) 
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のを除く。） 

４ 老人ホーム、福祉ホ

ームその他これらに類

するもの 

５ 老人福祉センター、

児童厚生施設その他こ

れらに類するもの 

６ 図書館、博物館その

他これらに類するもの 

７ 神社、寺院、教会そ

の他これらに類するも

の 

８ ボーリング場、スケ

ート場、水泳場その他

これらに類するもの 

９ マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場、勝馬

投票券発売所、場外車

券売場その他これらに

類するもの 

１０ カラオケボックス

その他これに類するも

の 

１１ 公衆浴場 

１２ 診療所 

１３ 畜舎 

距 離 

 １０メー

ト ル 

（２） 地

区 計 画

図 に 示

す 壁 面

線 ２ 号

の 道 路

境 界 線

ま で の

距 離 

 ５メート

ル 

（３） 隣

地 境 界

線 ま で

の 距 離 

２ メ ー

ト ル 

２ １の規

定 に か

か わ ら

ず 、 安

全 上 又

は 保 安
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１４ 自動車教習所 

１５ 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７

号）に規定する一般廃

棄物、産業廃棄物の処

理の用に供する建築物

及び工作物（自己の廃

棄物の処理の用に供す

る場合を除く。） 

１６ 法別表第２（る）

項第１号及び第２号に

該当する建築物 

１７ 店舗、飲食店その

他これらに類するもの

（１から１６までの建

築物以外の建築物内に

設けるもので、同一の

敷地内において事業を

営む地区内事業所の従

事者のみが利用するも

ののうち、延べ面積が

２００平方メートル以

下のものを除く。） 

上 必 要

な 建 築

物 の 敷

地 と し

て 使 用

す る 場

合 は 、 

こ の 限

り で な

い。 

              
 あ ず １ 住宅（現に住宅の用  ５００平方 １ 建築物 ２５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
(新設) (新設) (新設)  (新設) (新設) (新設) 



 

7 

ま 南

地 区

Ｂ 地

区 

途に供する建築物の敷

地として使用されてい

る土地の土地区画整理

法の規定による仮換地

の指定又は換地処分を

受けた土地の全部を一

の敷地として使用する

ものを除く。） 

２ 共同住宅、寄宿舎又

は下宿 

３ 老人ホーム、保育

所、福祉ホームその他

これらに類するもの 

４ 幼保連携型認定こど

も園 

５ 老人福祉センター、

児童厚生施設その他こ

れらに類するもの 

６ 図書館、博物館その

他これらに類するもの 

７ 神社、寺院、教会そ

の他これらに類するも

の 

８ ボーリング場、スケ

ート場、水泳場その他

これらに類するもの 

メートル。

ただし、土

地区画整理

法の規定に

よる仮換地

の指定又は

換地処分を

受けた土地

で、所有権

その他の権

利に基づい

てその全部

を一の敷地

として使用

す る 場 合

は、この限

りでない。 

の 部 分

（ 建 築

物 の 外

壁 又 は

こ れ に

代 わ る

柱 の 面 

に限る。） 

の 位 置

は 、 次

に 掲 げ

る と お

り と す

る。 

（１） 地

区 計 画

図 に 示

す 壁 面

線 ３ 号

の 道 路

境 界 線

ま で の

距 離 

 １メート

ル 

（２） 隣

メー

トル 
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９ マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場、勝馬

投票券発売所、場外車

券売場その他これらに

類するもの 

１０ カラオケボックス

その他これに類するも

の 

１１ 公衆浴場 

１２ 診療所 

１３ 畜舎 

１４ 自動車教習所 

１５ 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律に規

定する一般廃棄物、産

業廃棄物の処理の用に

供する建築物及び工作

物（自己の廃棄物の処

理の用に供する場合を

除く。） 

１６ 法別表第２（る）

項第１号及び第２号に

該当する建築物 

１７ 店舗、飲食店その

他これらに類するもの

のうち、延べ面積が３

地 境 界

線 ま で

の 距 離 

０ ． ７

メ ー ト

ル 

２ １の規

定 に か

か わ ら

ず 、 安

全 上 又

は 保 安

上 必 要

な 建 築

物 の 敷

地 と し

て 使 用

す る 場

合 は 、

こ の 限

り で な

い。 
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００平方メートルを超

えるもの 

       
 

 

 

       
 

   


